
 ２０１８年日本ラリー選手権規定  

第１章  総則  

第１条  目的  

一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、２０１８年（以

下「当該年」という。）のラリー競技会において優秀な成績を収めたドライバ

ーおよびナビゲーター（ラリー競技開催規定に定めるスペシャルステージラリ

ーにおいてはコ・ドライバー。以下総称して「ナビゲーター」という。）の栄

誉をたたえるため、これを認定する日本ラリー選手権規定を制定する。  

 

第２条  日本ラリー選手権の区分  

本選手権は次の通り区分し、それぞれにドライバー部門およびナビゲータ

ー部門を設ける。  

・全日本ラリー選手権（以下「全日本選手権」という。なお、英語表記は

Japanese Rally Championshipとする。）  

・地方ラリー選手権（以下「地方選手権」という。）  

 

第３条  タイトル  

ＪＡＦは、国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定および本規定に

基づいて組織し、開催されるラリー競技会のうちから、第２条に基づき次の

２タイトルを付す。  

ただし、競技会終了後、選手権競技としての要件を満たさなかったと判断

した  場合、ＪＡＦは当該競技会のタイトルを取り消す場合がある。  

１．全日本選手権として申請された国内格式以上の競技会のうちから、３

戦以上１０戦以内を「全日本ラリー選手権競技会」として認定する。認

定を受けようとするオーガナイザーは、カレンダー登録申請締切日前に

ＪＡＦによって開催される「全日本ラリー選手権カレンダー登録申請に

係る説明会」に出席すること。  

  ※開催日時、開催場所等の詳細は別途公示される。  

２．各地域から地方選手権として申請された準国内格式以上の競技会のう

ちから３戦以上１０戦以内を当該地域の「地方ラリー選手権競技会」と

して認定する。  

 

第４条  選手権競技および選手権シリーズの成立  

１．選手権クラスの成立  

全日本選手権は、各クラス５台以上のレッキ受付台数を以て、選手権

クラスとして成立する。  

地方選手権は、各クラス３台以上の参加出走台数を以て、選手権クラ

スとして成立する。  



２．選手権競技会の成立  

全日本選手権は選手権対象全クラス合計１０台以上のレッキ受付台数

を以て、地方選手権は選手権対象全クラス合計１０台以上の参加出走台

数を以て、選手権競技会として成立する。  

なお、全日本選手権と地方選手権が併催される場合は、全日本選手権

は選手権対象全クラス合計１０台以上のレッキ受付台数以て、地方選手

権は選手権対象全クラス合計１０台以上の参加出走台数を以て、それぞ

れ選手権競技会として成立する。  

３．選手権シリーズの成立  

全日本選手権、地方選手権のいずれも選手権として成立した競技会数

３戦以上を以て、選手権シリーズとして成立する。  

 

第５条  適用規則  

１．全日本選手権および地方選手権のラリーには、次の規則、規定が適用

される。  

１）国際モータースポーツ競技規則およびその付則  

２）国内競技規則およびその付則  

３）本選手権規定  

４）競技会特別規則  

２．全日本選手権のラリーには、前項の規則、規定のほか、別に定める

「全日本ラリー選手権統一規則」が適用される。  

 

第２章  全日本選手権  

第６条  競技形式および走行距離  

１．競技形式はラリー競技開催規定に定めるスペシャルステージラリーと

する。ただし、ＪＡＦが特に認めた場合はこの限りではない。  

２．スペシャルステージの総走行距離は５０ｋｍ以上設定されているこ

と。  

３．やむを得ない理由により競技が短縮された場合において、それまでに

終了したスペシャルステージの総距離が３０ｋｍを超えており、かつ競

技会審査委員会が適当と認めた場合、当該競技会は選手権として成立し

たものとする。  

 

第７条   参加車両  

当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に定める以下の車

両とし、４点式以上のＦＩＡ公認安全ベルトを装備していること。  

１．ＲＲ：  

ラリーＲＲ車両。  



２．ＲＮ：  

ラリーＲＮ車両。  

３．ＲＪ：  

ラリーＲＪ車両。自動車製造者が当該車両（同一車両型式）の生産を中

止（終了）した１０年後の当該年末まで資格を有する。  

４．ＲＰＮ：  

ラリーＲＰＮ車両。同一車両型式の最も古いＪＡＦ登録年が２００６年

１月１日以降の車両のみ資格を有する。  

５．ＡＥ：  

ラリーＡＥ車両。  

 

第８条  クラス区分  

参加車両は下表の通りクラス区分される。  

クラス１  

（ＪＮ－１）  

気筒容積が１６００ｃｃ以下の２輪駆動のＲＰＮおよび  

ＡＥ（気筒容積別区分なし）。  

クラス２  

（ＪＮ－２）  

気筒容積が１６００ｃｃを超え２０００ｃｃ以下の２輪  

駆動のＲＰＮ。  

クラス３  

（ＪＮ－３）  

気筒容積が１５００ｃｃ以下の２輪駆動のＲＮ、ＲＪ。  

クラス４  

（ＪＮ－４）  

気筒容積が１５００ｃｃを超え２５００ｃｃ以下のＲＮ、  

ＲＪ。  

クラス５  

（ＪＮ－５）  

気筒容積が２５００ｃｃを超える２輪駆動のＲＮ、ＲＪ、  

およびＲＲ（気筒容積別区分なし）。  

クラス６  

（ＪＮ－６）  

気筒容積が２５００ｃｃを超える４輪駆動のＲＮ、ＲＪ。  

 

第９条  参加資格  

全日本選手権競技に出場するものは、参加申し込み締め切り時点におい

て、参加車両を運転するのに有効なる運転免許を取得後１年以上経過してい

なければならない。  

 

第１０条  得点基準および選手権順位の決定  

１．得点基準  

１）クラス別得点  

選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよびナビゲー

ターに対し、競技結果成績に基づき、第８条に定めるクラス別の順位

に従って下記の表による得点を与える。  



ただし、不成立となったクラスの車両が参加出走した場合におい

て、隣接する上位クラスが成立しているときは、そのクラスは当該車

両を含んだ順位に基づいて得点が与えられるものとする。  

順位  １位  ２位  ３位  ４位  ５位  ６位  ７位  ８位  

得点  20点  15点  12点  10点  ８点  ６点  ４点  ３点  

２）得点係数  

クラス別得点には、実際に行われたスペシャルステージの総距離お

よび路面に従って以下の係数を乗じる。なお、小数点以下の得点もす

べて有効とする。  

スペシャルステージの距離  舗装 (ｱｽﾌｧﾙﾄ､ﾀｰﾏｯｸ 

等 )/積雪 (氷結路面  

を含む ) 

未舗装 (ｸﾞﾗﾍﾞﾙ等 ) 

５０ｋｍ～１００ｋｍ未満  １．０  １．２  

１００ｋｍ～１５０ｋｍ未満  １．２  １．５  

１５０ｋｍ以上  １．５  ２．０  

    なお、第６条３．により選手権として成立した場合には、いずれも

係数は０．８とする。  

３）レグ別得点  

選手権として成立した各競技の各レグにおける第８条に定めるクラ

ス別の順位に従って上位３位のドライバーおよびナビゲーターに対

し、レグ毎に下記の表による得点を与える。  

なお、当該得点には、上記２）の得点係数は乗じない。  

順位  １位  ２位  ３位  

得点  ３点  ２点  １点  

２．選手権順位の決定  

１）選手権として成立した競技会数が８戦以上の場合は高得点順に７戦

を、７戦以下の場合は全戦を得点合計の対象とする。  

２）上記１）に従って各競技者のクラス別得点を合計し、その合計得点

が多い順にクラス別選手権順位を決定する。ＪＡＦは、このクラス別

選手権順位において第１位となったものを、クラス選手権者として認

定する。  

３）上記２）において、クラス別得点の合計が複数の競技者について同

一となった場合は、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。  

４）上記３）によっても順位が決まらない場合は、当該競技者が得たす

べての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。  

５）上記４）によっても順位が決まらない場合は、下記の通りとする。  

（１）１位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会の各クラ



スにおける出走台数の多い順、次に当該年に全日本選手権競技に

出場した回数の多い順に順位を決定する。  

（２）上記（１）以外の場合は、同順位として認定する。ただし、下位

の者の順位は繰り上げない。  

 

第１１条  競技会事務局の設置  

全日本選手権競技会を開催するオーガナイザーは、競技会特別規則書に記

載された参加受付日から競技会終了までの間事務局を設置し、かつ担当の事

務局員１名以上を常駐させなければならない。  

 

第３章  地方選手権  

第１２条  参加車両  

参加できる車両は、当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規

定に定めるＲＲ車両、ＲＮ車両、ＲＪ車両、ＲＰＮ車両、ＲＦ車両またはＡ

Ｅ車両とする。  

ただし、ＲＦ車両のホイールおよびタイヤについては、当該年のＪＡＦ国

内競技車両規則第２編ラリー車両規定第３章第６条ＲＪ車両規定に従うこ

と。  

なお、過給器付車両のエアリストリクターについては、開催地域毎に当該

地域の地方選手権を構成するオーガナイザーのすべての同意を得たうえで、

当該年の前年の 11月 15日までにＪＡＦに申請し承認を得ることを条件に下記

の措置を講ずることができる。  

１．クラス毎にエアリストリクターの装着を義務づけること、または任意

とすること。  

２．エアリストリクターの装着を義務付ける場合、そのサイズは、クラス

毎に最大内径３３ｍｍ（外径３９ｍｍ未満）を設定すること。  

３．第７条参加車両２．２）による年次制限を設定すること。  

 

第１３条  クラス区分  

参加車両は気筒容積に基づき下記１．または２．のいずれかの方法により

クラス区分される。  

１．全日本選手権と同クラス区分  

２．開催地域別に任意に設定されるクラス区分：  

次の１）〜３）の要件すべてを満たすことにより、クラス区分を任意

に設定することができる。ただし、１）〜３）の要件のいずれかでも満

たすことができない場合は、上記１．の全日本選手権と同一クラス区分

とする。  

１）クラス区分は、当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両



規定第１章一般規定第５条に基づき、最大６区分以内とすること。  

２）当該地域の地方選手権を構成するオーガナイザーすべての同意を得

ること。  

３）上記１）および２）について、当該年の前年の１１月１５日までに

ＪＡＦに申請すること。  

 

第１４条  参加資格  

１．地方選手権に出場するものは、参加申し込み締め切り時点において、

参加車両を運転するのに有効なる運転免許を取得後１年以上経過してい

なければならない。  

２．地方選手権の地域区分は、下記の５地区に分割する。  

ＪＡＦ北海道ラリー選手権   ：  北海道  

ＪＡＦ東日本ラリー選手権   ：  青森、秋田、岩手、山形、宮城、  

福島、新潟、長野、山梨、群馬、  

栃木、茨城、埼玉、東京、神奈川、

千葉  

ＪＡＦ中部･近畿ラリー選手権：  静岡、富山、石川、福井、岐阜、  

愛知、三重、大阪、兵庫、滋賀、  

京都、奈良、和歌山  

ＪＡＦ中四国ラリー選手権   ：  岡山、鳥取、島根、広島、山口、  

香川、徳島、高知、愛媛  

ＪＡＦ九州ラリー選手権    ：  福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、  

宮崎、鹿児島、沖縄  

３．各地方選手権は原則として、上記に区分された当該地区内にすべての

行程が設定されなければならない。  

 

第１５条  得点基準および選手権順位の決定  

１．得点基準  

   選手権として成立した各競技会で完走したドライバーおよびナビゲー

ターに対し、競技結果成績により、第１３条に従って設定されたクラス

ごとに、下記の表による得点を与える。  

ただし、不成立となったクラスの車両が参加出走した場合において、

隣接する上位クラスが成立しているときは、そのクラスは当該車両を含

んだ順位に基づいて得点が与えられるものとする。  

順位  １位  ２位  ３位  ４位  ５位  ６位  ７位  ８位  

得点  20点  15点  12点  10点  ８点  ６点  ４点  ３点  

２．選手権順位の決定  

１）選手権として成立した競技会が７戦以上の場合は高得点順に６戦



を、６戦以下の場合は全戦を得点合計の対象とする。  

２）上記１）に従って各競技者の得点を合計し、その合計得点が多い順

にクラス別の選手権順位を決定する。ＪＡＦは、この選手権順位にお

いて第１位となったものを、当該地区における各クラスの選手権者と

して認定する。  

 ３）上記２）において、得点の合計が複数の競技者について同一となっ

た場合は、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。  

  ４）上記３）によっても順位が決まらない場合は、当該競技者が得たす

べての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。  

  ５）上記４）によっても順位が決まらない場合は、下記の通りとする。  

（１）１位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会の各クラ

スにおける出走台数の多い順、次に当該年に当該クラスの地方選

手権競技会に出場した回数の多い順に順位を決定する。  

（２）上記（１）以外の場合は、同順位として認定する。ただし、下位

の者の順位は繰り上げない。  

 

第４章  一般規定  

第１６条  ブリーフィング  

すべてのクルーおよび競技参加者は、必ずブリーフィングに出席し、かつ

出席表に署名しなければならない。  

ただし、ブリーフィングを実施しない場合、オーガナイザーはすべてのク

ルーおよび競技参加者に対する指示事項を公式通知にて発行し、参加確認時

に書面にて配付するものとする。なお、当該指示事項に追加／変更を生じた

場合には、当該競技会審査委員会の承認のもと再度、公式通知にて発表す

る。  

 

第１７条  保険  

１．オーガナイザーは保険に関し、ラリー競技開催規定第６条に定める措

置を講じること。  

２．オーガナイザーは上記１．の保険に加え、当該競技会の参加者に対し

て傷害保険を付保すること。ただし、参加者自身が傷害保険（または共

済等）に加入しており、かつその事実が書面等の確実な手段によって証

明される場合はこの限りではない。  

 

第１８条  参加申し込み者に対する参加拒否  

オーガナイザーは国内競技規則により、参加者に対して理由を示すことな

く参加を拒否することができるが、この場合３日以内に当該理由を付してＪ

ＡＦに報告しなければならない。  



 

第１９条  選手権競技の延期、中止、非開催  

１．オーガナイザーは、選手権競技会の延期、または開催不能の場合、そ

の開催予定日の２ヵ月前までに、ＪＡＦにその理由を付して届け出を行

い承認を受けたうえ、必要な公示を行わなければならない。  

２．正当な理由なく、認定された選手権競技会を延期もしくは中止した場

合、または当該競技会を開催しなかった場合、そのオーガナイザーに対

しては、翌年の選手権競技の開催を認めない。  

またＪＡＦは、組織許可申請以前の開催中止であっても、規則違反と

みなし、罰則を適用することがある。  

 

第２０条  競技規則違反  

１．道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）または国内

競技車両規則に起因する失格を決定された競技者は、当該年の全得点が

無効となる場合がある。  

２．オーガナイザーに規則違反または著しい競技運営の不備があったとＪ

ＡＦが判断した場合、そのオーガナイザーに対しては、翌年の選手権競

技の開催を認めない。  

 

第２１条  オブザーバーの派遣  

１．ＪＡＦは、選手権競技会の運営状況を確認するため、必要に応じてオ

ブザーバーを派遣し、その報告に基づき必要な措置を講じることができ

る。  

２．翌年に新たな全日本選手権競技会（申請時点で当該年の全日本選手権

カレンダーに登録されていない競技会）の開催を計画しているオーガナ

イザーは、カレンダー申請前に候補競技会（原則として地方選手権競技

会であること）の運営状況についてオブザーバーによる確認を受けてい

なければならない。  

３．過去３年以内（３年前の年の１月１日から本選手権カレンダー登録申

請締切日までの間）に全日本選手権競技会を開催した実績のあるオーガ

ナイザーは、上記２．は適用されない。  

 

第５章  規則の施行  

第２２条  本規定の特例  

やむを得ない事情により、本選手権規定を適用できない場合は、ＪＡＦに

おいて、その処置を決定する。  

 

第２３条  本規定の施行  



本規定は、２０１８年１月１日から施行する。  

ただし、第３条１．については２０１７年７月２８日から施行する。 以上  


